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地方独立行政法人化！ 

もっとよりそう都立病院へ 

 

 

感染のリスクの中、毎日の業務に励んでいる組合

員の皆さんにエールを送ります。都立・公社病院

の現場は日々状況が変わり、精神的にも肉体的に

も大変です。とりわけ看護師の皆さんは、コロナ対

応病床の拡大に伴い配属先が変わり不慣れな環

境で業務せざるを得なく、その負担は大変なもの

です。現場がコロナ対応で奮闘しているにもかか

わらず、都は現場で働く職員の労働条件を大きく

悪化させる可能性のある都立・公社病院の地方

独立行政法人化の準備を進めています。組合員

の多くは地方独法化に疑問を持っており、反対

しています。今現在、都立・公社病院の現場の

職員は、地方独法化の是非を考えているような

時間も気持ちのゆとりもありません。地方独法化されれば、職員の給与は大幅に減額される可能性があり

ます。現場の職員がコロナ対応に忙殺されるさなかに、職員の多くが反対している地独法化の準備を止

めようとしない。これほど現場で頑張る職員の気持ちをないがしろにする態度はありません。都は、コロナ

ウイルスの感染が終息するまで地独法の準備を凍結するべきです。 

●職員や同居の親族に発熱等の症状があり、勤

務しないことがやむを得ないと認められた時 

●職員や同居の親族が新型コロナウイルス感染

症に罹患し、就業制限を受けた場合 

●子どもが新型コロナウイルス感染症対策に伴

う学校等の臨時休校その他の事情により、職員

が子どもの世話を行うため 

上記の場合 事故欠勤（有給）が認められます！！ 
（※公社の場合は事故休暇） 

新型コロナウイルス感染
症に関わる休暇について 

都は感染が終息するまで地方独法化準備の凍結を 

都は、医療労働者を応援すると言いながら 

都立・公社病院の地独法の準備を進めている 

          

        都立病院の充実を求める連絡会    

       が、都立病院・公社病院の独法化反 

       対のネット署名を開始しました。 

 

     都立病院が独法化されれば、『経営効率
化』の名の下に職員の待遇が引き下げられ、労働環
境は間違いなく悪化します。職員が安心して働くこ
とが出来ない病院で、どうして質の高
い医療を提供出来るでしょうか。今こ
そ現場から声を上げましょう。 

署名はこちらから→http://chng.it/nbH8RcbY 

  

緊急事態宣言により書記局の運営時間ならびに電話
受付時間を下記の通りに短縮いたします。 

 

【電話受付時間】11：00～15：00 

※4月30日5月1日閉鎖となります。 

 

 

http://chng.it/nbH8RcbY

